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厚生会の預金事業一覧

※1　芦屋市の市費会員の方は、ボーナスからの引去りは取扱いができません。
※2　２０２０年１２月現在の預金制度に基づいて記載しています。制度見直しにより、記載内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

預金名

積立預金
（１人１契約）

すまいる積立預金
（複数契約可能）

定期預金 再任用退職会員向け
定期預金（複数契約可能）

預入方法

定時積立 臨時積立 定時積立 ボーナス

預入額
単　位

１，０００円以上
１，０００円単位

１，０００円以上
１，０００円単位

５，０００円以上
１，０００円単位

１０，０００円以上
１０，０００円以上

１０，０００円単位

ボーナスからは

振込み等は１円以上

１円単位 １０，０００円以上
１円単位

（ボーナスからは
　　１０，０００円単位）

期　間 現職会員または現職準会員
の資格を喪失する日まで

　　　　３年・４年・５年
５年（貯蓄年金型） １年・２年 １年・２年

利　率
半年複利
変動金利

半年複利
変動金利

単利
固定金利

単利
固定金利

積立額の変更 ○ ○ ― ―

一部払戻し ○ × × ×

中途解約 毎月末のみ／手数料不要 毎月末のみ
＊初回入金から６カ月未満は解約不可

＊中途での期間
　変更不可

随時／手数料不要
中途解約利率を適用

随時／手数料不要
中途解約利率を適用

満期日 退職・退会日
最終積立月の２カ月

（据置期間）後の月末営業日 期間終了日 期間終了日

対　象 現職会員・現職準会員 現職会員 現職会員・現職準会員

退会（転出）
時の扱い

教育委員会等、県や市町への転出者は退会扱い（要解約手続き）
（事業継続会員加入者についても継続不可）
年度末退会予定者には、解約手続きについて通知します。

退職・退会後も満期日まで
は継続可能

（満期後は、継続不可）

再任用期間終了後も
満期日までは継続可能

留意点 申込みは年間を通じて
いつでも可能

送付物 積立預金加入票 すまいる積立預金加入票 定期預金計算書
＊２０１０年１２月１日より「定期預金証書」に代わり「定期預金計算書」を発行しています。

定期預金計算書

備　考

＊預金利率は、金融情勢等の変動により変更することがあります。

いつでも払戻し可能。
臨時入金もできる便利な積立
預金です。

目的に応じて複数申込み可能。
毎月の給与のみではなく、希望によ
りボーナスからの引去りも併用して
積立てできます。

まとまった資金を計画的に預
金できます。

まとまった資金を計画的に預
金できます。

・定期預金への預替え可
・厚生会貸付への一部・
　一括償還への充当可
・中途解約時の注意点は 
　P６をご覧ください。

・１月２０～３１日、７月２０～３１日
は決算の関係上振込みに
よる臨時積立の取扱不可
・すまいる積立預金契約中
は積立預金の解約不可

・金額と期間は組合せ自由
・貯蓄年金型をご利用いただくに
は、ハッピーライフ年金（日本生
命）と組合せたハイブリッド積立
に加入いただく必要があります。
（申込受付期間は毎年４月～６月、
９月～１１月の間になります）
・貯蓄年金型を解約する場合、
ハッピーライフ年金（日本生命）
部分も解約となります。

・臨時入金不可
・ボーナスのみの積立て
　不可

・申込時には再任用の辞
　令の写しを添付

①厚生会の専用振込用紙に
て振込み

②ボーナス（夏・冬）の予約
申込み

（ボーナスから引去り）

受付期間は限定されておりますの
で、期間内に申込みください。※1

厚生会の専用振込用紙にて
振込み

インターネットバンキングやATMでの振込みは可能ですが、手数料はご依頼人（会員）負担となります。
また、厚生会の銀行口座は２４時間即時入金には対応していませんので振込日にご注意ください。

毎月の給与から
自由に設定した
一定の金額を引
去りし積立てます。

・厚生会の専用振込用
紙にて振込み
・ボーナス（夏・冬）の予
約申込み（ボーナス
から引去り）
受付期間は限定されて
おりますので、期間内
に申込みください。※1

毎月の給与から
自由に設定した
一定の金額を
引去りし積立て
ます。

毎回のボーナス
から引去りし積
立てます。※1

退職会員への加入後
から再任用期間中

ア）「県内の公立学校」に「県費負担で
再任用」として勤務する「退職会員」

イ）「神戸市内の公立学校」に「神戸市
費負担で再任用」として勤務する
「退職会員」

■ 用途に応じた使い分けをおすすめします。




